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行政からの

お らせ知
information

加
入
・
脱
退
の
届
出
は
お
早
め
に
!!

国
民
健
康
保
険
か
ら

自
己
負
担
割
合
の
軽
減
措
置
が
継
続
!!

千
葉
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
の
事
務
所
が
移

転
し
ま
す

　

平
成
23
年
３
月
７
日
か
ら
新
し
い
事

務
所
で
業
務
を
行
い
ま
す
。

　

所
在
地
と
電
話
番
号
が
新
し
く
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

所 

在
地

　

 

〒
２
６
３
─
０
０
１
６　

千
葉
市
稲

毛
区
天
台
６
丁
目
４
番
３
号　

国
保

会
館
内

　

春
は
卒
業
や
入
学
・
就
職
な
ど
、
異

動
の
多
い
季
節
で
す
。
職
場
の
健
康
保

険
に
加
入
し
た
り
、
ま
た
は
退
職
さ
れ

た
場
合
は
、
国
民
健
康
保
険
へ
の
届
出

が
必
要
で
す
。

※
届
出
は
、
14
日
以
内
に
世
帯
主
ま
た

は
、
世
帯
員
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
代
理
人
（
別
世
帯
の
人
）
が
届

出
を
す
る
場
合
は
世
帯
主
か
ら
の
委
任

状
が
必
要
で
す
。

※
届
出
の
際
、
窓
口
で
本
人
確
認
が
で

き
な
い
場
合
、
保
険
証
は
郵
送
し
ま
す
。

こんなとき 届出に必要なもの

職場の健康保険の
資格がなくなった

職場の健康保険の喪
失証明書、印鑑

他の市区町村から
転入した

転出証明書、印鑑

こんなとき 届出に必要なもの

職場の健康保険に
加入した

国保保険証、社会保
険証、印鑑

他の市区町村へ転
出する

国保保険証、印鑑

こんなとき 届出に必要なもの

住所、世帯主など
が変わった

国保保険証、印鑑

学生が修学のため
市外へ転出した

国保保険証、在学証
明書、印鑑

上記、学生が卒業
または退学した

国保保険証、印鑑

◆加入する場合

◆脱退する場合

◆その他

　

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
国
民
健
康
保

険
加
入
者
が
、
病
院
な
ど
で
診
療
を
受

け
た
と
き
の
自
己
負
担
割
合
は
、
本
来

２
割
で
す
が
、
平
成
23
年
３
月
末
ま
で

１
割
に
軽
減
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
今
回
、
こ
の
軽
減
措
置
が
延

長
さ
れ
、
来
年
３
月
末
ま
で
の
間
、
１

割
の
自
己
負
担
割
合
が
継
続
さ
れ
ま
す

（
た
だ
し
、
８
月
に
前
年
の
所
得
を
も

と
に
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

　

対
象
者
に
は
新
し
い
被
保
険
者
証
を

３
月
中
に
順
次
郵
送
す
る
予
定
で
す
。

　

な
お
、
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
人

は
、
自
己
負
担
割
合
お
よ
び
被
保
険
者

証
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

対
象
者

　

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
国
民
健
康
保

険
加
入
者
で
、
被
保
険
者
証
の
自
己
負

担
割
合
欄
に｢

２
割
（
平
成
23
年
３
月

31
日
ま
で
は
１
割
）｣

と
記
載
さ
れ
て

い
る
人

※
同
一
世
帯
に
住
民
税
の
課
税
所
得
が

１
４
５
万
円
以
上
の
70
歳
か
ら
74
歳
の

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
が
い
る
人

被保険者区分 自己負担割合

一般の人 １　割

一定以上の所得のある人※ ３　割

　
　

市
民
課
国
民
健
康
保
険
係
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70 歳から 74 歳までの国民健康保
険加入者の自己負担割合

問

　
　

０
４
３
（
２
０
６
）
０
０
８
５

ホ
ー
ム
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http//w
w

w
.kouiki-chiba.jp/

内　　　容 問　合　せ

保険料・被保険者の資格 資格保険料課
☎ 043（308）6768

医療の給付など 給付管理課
☎ 043（216）5013

制度の運営・広報・議会 総務課
☎ 043（216）5011

※土曜・日曜・休日・年末年始を除く　
　午前９時から午後５時まで




